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被保険者証（保険証）の一斉更新を行います

問合先　保険年金課保険資格担当

新
し
い
保
険
証
を
７
月
中
旬
か
ら
順

次
、
簡
易
書
留
郵
便
で
送
り
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
は
世
帯
員

分
を
ま
と
め
て
世
帯
主
あ
て
に
、
後
期

高
齢
者
医
療
の
保
険
証
は
個
人
ご
と
に

発
送
し
ま
す
。
７
月
末
に
な
っ
て
も
届

か
な
い
場
合
や
記
載
内
容
に
誤
り
が
あ

る
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
現
在
の
被
保
険
者
証（
保
険
証
）の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で
で
す
。
有
効

期
限
が
切
れ
た
保
険
証
は
、
ご
自
身
で

裁
断
す
る
な
ど
し
て
、
処
分
を
お
願
い

し
ま
す
。

○
保
険
証
の
裏
面
に
臓
器
提
供
に
関
す

る
意
思
表
示
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
意
思
表
示
欄
保
護
シ
ー
ル（
個
人

情
報
保
護
シ
ー
ル
）は
市
役
所
ま
た
は

各
公
共
施
設（
各
市
民
セ
ン
タ
ー
・
保

健
セ
ン
タ
ー
・
若
葉
駅
前
出
張
所
・
老

人
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
逆
木
荘
」）で
配
布

し
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
は
令
和
６

年
７
月
31
日
ま
で
で
す

　
次
の
方
は
有
効
期
限
が
短
く
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
昭
和
28
年
８
月
２
日
か
ら
昭
和
29
年

７
月
１
日
生
ま
れ
の
方

　
誕
生
日
の
翌
月（
１
日
生
ま
れ
の
方

は
誕
生
月
）か
ら
「
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
」
に
替
わ

る
た
め
誕
生
月
の
月
末
が
有
効
期
限

②
昭
和
23
年
８
月
２
日
か
ら
昭
和
24
年

７
月
31
日
生
ま
れ
の
方

　
誕
生
日
か
ら
「
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証
」
に
替
わ
る
た
め
誕
生
日
の

前
日
が
有
効
期
限

国
民
健
康
保
険
証（
灰
色
）

70
歳
か
ら
74
歳
の
方
へ

〇
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
」
と

「
高
齢
受
給
者
証
」
が
一
体
化
し
て
い

る
、「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼

高
齢
受
給
者
証
」と
な
っ
て
い
ま
す（
右

の
写
真
下
段
）。

○
一
部
負
担
割
合（
２
割
ま
た
は
３
割
）

は
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高

齢
受
給
者
証
」
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

○
こ
れ
か
ら
70
歳
に
な
る
方
は
、
誕
生

日
の
翌
月（
１
日
生
ま
れ
の
方
は
誕
生

月
）か
ら
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
対

象
月
の
前
月
下
旬
頃
に
「
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
」
を

郵
送
し
ま
す
。

♦️
♦️
♦️
♦️
♦️
♦️
♦️
♦️
♦️
♦️
♦️
♦️
♦️
♦️
♦️

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証（
緑
色
）

75
歳
に
な
る
方
へ

　
こ
れ
か
ら
75
歳
に
な
る
方
は
誕
生
日

か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
の
対

象
と
な
り
ま
す
。
誕
生
日
の
前
月
中
旬

ま
た
は
当
月
上
旬
に
「
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
」（
緑
色
）を
郵
送
し
ま

す
。

会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合
に

は
国
保
へ
の
届
出
が
必
要
で
す

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
会
社
の
健

康
保
険
に
加
入
ま
た
は
扶
養
に
な
っ
た

と
き
は
、
国
民
健
康
保
険
の
資
格
喪
失

手
続
き
が
必
要
で
す
。
他
の
健
康
保
険

に
加
入
し
た
後
に
、
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
を
使
い
診
療
を
受
け
た
場
合

は
、
国
保
負
担
分
の
医
療
費
を
お
返
し

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

届
出
に
必
要
な
も
の

①
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
②
職
場

な
ど
の
保
険
証
③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認

書
類（
①
～
③
と
も
に
世
帯
主
お
よ
び

対
象
者
分
）④
届
出
を
す
る
方
の
運
転

免
許
証
ま
た
は
旅
券
な
ど（
官
公
署
が

発
行
し
た
顔
写
真
付
の
証
明
書
）

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
場
合

　
国
民
健
康
保
険
税
を
１
年
以
上
滞
納

し
て
い
る
世
帯
、
ま
た
は
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
方
は
、

保
険
証
に
つ
い
て
７
月
中
旬
以
降
に
別

途
通
知
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

後
期
高
齢
者
医
療
対
象
の
方
で
一
部
負

担
割
合
が
２
割
の
方

　
令
和
４
年
10
月
よ
り
一
部
負
担
割
合

に
新
し
く
２
割
負
担
が
追
加
と
な
り
ま

し
た
。
２
割
負
担
と
な
っ
た
方
は
、
外

来
受
診
に
つ
い
て
負
担
が
大
き
く
な
ら

な
い
よ
う
経
過
措
置
が
取
ら
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
、
保
険
証
に
同
封
さ
れ
て
い

る「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
て
び
き
」

を
参
照
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
方

　
住
民
税
課
税
所
得
が
28
万
円
以
上
か

つ「
年
金
収
入
＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
」

が
２
０
０
万
円

以
上（
複
数
世

帯
の
場
合
は

３
２
０
万
円
以

上
）

70歳未満の方

70歳以上の方

一部負担割合
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『限度額適用認定証』の交付・更新について

問合先　保険年金課保険給付担当

　
入
院
や
通
院
に
よ
り
１
か
月
に
支

払
う
医
療
費
の
一
部
負
担
金
が
一
定

額
を
超
え
る
と
き
に
は
、「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
を
提
示
す
る
と
、
医

療
機
関
で
の
支
払
い
を
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

場
合
、
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
で

き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
認
定
は
、
申
請
月
か
ら
と
な
り
ま

す
。
な
お
、
す
で
に
交
付
を
し
て
い

る
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
や
「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
な
ど
は
有
効
期
限
が
７
月
31
日

で
満
了
と
な
り
ま
す
。必
要
な
方
は
、

７
月
20
日
㈭
よ
り
郵
送
ま
た
は
、
窓

口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
申
請
に
必
要
な
も
の

・
限
度
額
適
用
認
定
申
請
書（
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
）

・
本
人
確
認
書
類（
免
許
証
な
ど
）の

写
し

・
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒

窓
口
申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
ま
た

は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

・
本
人
確
認
書
類（
免
許
証
な
ど
）と

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類

・
金
額
の
記
載
の
あ
る
課
税
証
明
書

（
令
和
５
年
１
月
２
日
以
降
鶴
ヶ
島

市
に
転
入
し
即
日
交
付
を
希
望
す
る

方
の
み
）

申
請
が
不
要
な
方

国
民
健
康
保
険
の
場
合

　
70
歳
以
上
で
所
得
区
分
「
現
役
並

み
所
得
者
Ⅲ
」
ま
た
は
、「
一
般
」

に
該
当
す
る
方

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
場
合

　「
令
和
４
年
度
中
に
交
付
さ
れ
て

い
る
方
※
」
ま
た
は
、「
課
税
所
得

６
９
０
万
円
以
上
」
に
該
当
す
る
方

　
な
お
、令
和
４
年
度
に
未
交
付
で
、

令
和
５
年
度
に
お
い
て
、
住
民
税
が

非
課
税
の
世
帯
に
属
し
て
い
る
方
ま

た
は
、
課
税
所
得
６
９
０
万
円
未
満

の
方
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

※
　
令
和
５
年
度
も
継
続
該
当
に
な

る
方
に
は
、
市
か
ら
限
度
額
認
定
証

ま
た
は
、
減
額
認
定
証
を
発
送
し
ま

す　
自
己
負
担
限
度
額
は
、
年
齢
、
所

得
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
世

帯
に
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方
が

い
る
と
、
限
度
額
が
最
上
位
所
得
者

と
な
り
ま
す
。

　
保
険
税（
保
険
料
）に
滞
納
が
あ
る

と
認
定
証
の
交
付
が
受
け
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

70歳未満の方の自己負担限度額（月額）

所得区分 限度額 入院時食事代3回目まで 4回目以降（※2）

上位所得者
ア 所得（※1）　 901万円超 25万2600円＋（医療費−84万2000円）×1％ 14万　100円

1食460円
（一部260円の場合あり）

イ 所得（※1）
600万円超～901万円以下 16万7400円＋（医療費−55万8000円）×1％ 　9万3000円

一　　般 ウ 所得（※1）
210万円超～600万円以下 　8万　100円＋（医療費−26万7000円）×1％ 　4万4400円

エ 所得（※1）　 210万円以下 5万7600円

住民税
非課税世帯 オ 住民税非課税 3万5400円 　2万4600円

過去1年間の入院が
　90日以内　1食210円
　91日以上　1食160円

※1　国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額など
※2　過去12か月に3回以上の高額療養費に該当した世帯の4回目以降の自己負担限度額

70歳以上の方の自己負担限度額（月額）

所得区分 自己負担限度額 入院時食事代外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位） 4回目以降（※5）
現役並み所得者Ⅲ（※1） 課税所得690万円以上 25万2600円＋（医療費−84万2000円）×1％ 14万　100円

1食460円
（一部260円の場合あり）

現役並み所得者Ⅱ（※1） 課税所得380万円以上 16万7400円＋（医療費−55万8000円）×1％ 　9万3000円
現役並み所得者Ⅰ（※1） 課税所得145万円以上 　8万　100円＋（医療費−26万7000円）×1％

　4万4400円一　　般 課税所得145万円未満
1万8000円

（年間上限額14万
4000円）（※4）

5万7600円

低所得者Ⅱ（※2） 8000円 2万4600円
過去1年間の入院が
　90日以内　1食210円
　91日以上　1食160円

低所得者Ⅰ（※3） 1万5000円 1食100円
※1　現役並み所得者は、住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる方
※2　同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税の方
※3　同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円・給与所得がある場合
は給与から10万円を控除)を差し引いたときに0円の方
※4　当年8月から翌年7月までの期間
※5　過去12か月に3回以上の高額療養費に該当した世帯の4回目以降の自己負担限度額
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『限度額適用認定証』の交付・更新について

問合先　保険年金課保険給付担当

　
入
院
や
通
院
に
よ
り
１
か
月
に
支

払
う
医
療
費
の
一
部
負
担
金
が
一
定

額
を
超
え
る
と
き
に
は
、「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
を
提
示
す
る
と
、
医

療
機
関
で
の
支
払
い
を
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
と
す
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こ
と
が
で
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ま

す
。
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、
住
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税
非
課
税
世
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の

場
合
、
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
で

き
る
場
合
も
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ま
す
。

　
認
定
は
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申
請
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か
ら
と
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ま

す
。
な
お
、
す
で
に
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を
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「
限
度
額
適
用
認
定
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」
や
「
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度
額
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・
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認
定
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了
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す
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な
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は
、
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日
㈭
よ
り
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ま
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は
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く
だ
さ
い
。
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な
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の
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以
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で
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得
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「
現
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み
所
得
者
Ⅲ
」
ま
た
は
、「
一
般
」

に
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当
す
る
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後
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高
齢
者
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の
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令
和
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年
度
中
に
交
付
さ
れ
て

い
る
方
※
」
ま
た
は
、「
課
税
所
得

６
９
０
万
円
以
上
」
に
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当
す
る
方

　
な
お
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和
４
年
度
に
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交
付
で
、

令
和
５
年
度
に
お
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て
、
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が

非
課
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の
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に
属
し
て
い
る
方
ま

た
は
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課
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所
得
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９
０
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円
未
満

の
方
は
、
申
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が
必
要
で
す
。
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和
５
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度
も
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当
に
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る
方
に
は
、
市
か
ら
限
度
額
認
定
証

ま
た
は
、
減
額
認
定
証
を
発
送
し
ま

す　
自
己
負
担
限
度
額
は
、
年
齢
、
所

得
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
世

帯
に
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方
が

い
る
と
、
限
度
額
が
最
上
位
所
得
者

と
な
り
ま
す
。

　
保
険
税（
保
険
料
）に
滞
納
が
あ
る

と
認
定
証
の
交
付
が
受
け
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

70歳未満の方の自己負担限度額（月額）

所得区分 限度額 入院時食事代3回目まで 4回目以降（※2）

上位所得者
ア 所得（※1）　 901万円超 25万2600円＋（医療費−84万2000円）×1％ 14万　100円

1食460円
（一部260円の場合あり）

イ 所得（※1）
600万円超～901万円以下 16万7400円＋（医療費−55万8000円）×1％ 　9万3000円

一　　般 ウ 所得（※1）
210万円超～600万円以下 　8万　100円＋（医療費−26万7000円）×1％ 　4万4400円

エ 所得（※1）　 210万円以下 5万7600円

住民税
非課税世帯 オ 住民税非課税 3万5400円 　2万4600円

過去1年間の入院が
　90日以内　1食210円
　91日以上　1食160円

※1　国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額など
※2　過去12か月に3回以上の高額療養費に該当した世帯の4回目以降の自己負担限度額

70歳以上の方の自己負担限度額（月額）

所得区分 自己負担限度額 入院時食事代外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位） 4回目以降（※5）
現役並み所得者Ⅲ（※1） 課税所得690万円以上 25万2600円＋（医療費−84万2000円）×1％ 14万　100円

1食460円
（一部260円の場合あり）

現役並み所得者Ⅱ（※1） 課税所得380万円以上 16万7400円＋（医療費−55万8000円）×1％ 　9万3000円
現役並み所得者Ⅰ（※1） 課税所得145万円以上 　8万　100円＋（医療費−26万7000円）×1％

　4万4400円一　　般 課税所得145万円未満
1万8000円

（年間上限額14万
4000円）（※4）

5万7600円

低所得者Ⅱ（※2） 8000円 2万4600円
過去1年間の入院が
　90日以内　1食210円
　91日以上　1食160円

低所得者Ⅰ（※3） 1万5000円 1食100円
※1　現役並み所得者は、住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる方
※2　同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税の方
※3　同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円・給与所得がある場合
は給与から10万円を控除)を差し引いたときに0円の方
※4　当年8月から翌年7月までの期間
※5　過去12か月に3回以上の高額療養費に該当した世帯の4回目以降の自己負担限度額
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国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の納税通知書を送付します

問合先　保険年金課保険賦課担当

国
民
健
康
保
険
税

　
国
民
健
康
保
険
税
は
、
国
保
加
入
世

帯
の
人
数
、
所
得
に
応
じ
て
納
め
る
市

税
で
す
。

　
今
年
度
分
の
納
税
通
知
書
は
７
月
上

旬
に
送
付
し
ま
す
。
７
月
14
日
㈮
を
過

ぎ
て
も
届
か
な
い
方
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

〇
保
険
税
は
世
帯
主
が
納
め
ま
す

　
世
帯
主
が
国
保
加
入
者（
被
保
険
者
）

か
に
関
わ
ら
ず
、
納
税
義
務
者
は
世
帯

主
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
保
険
税
の

算
定
は
国
保
加
入
者
の
み
で
計
算
し
ま

す
。

　
ま
た
、
納
税
通
知
書
の
ほ
か
、
被
保

険
者
証
の
送
付
や
未
納
の
場
合
の
督
促

状
な
ど
も
、
す
べ
て
世
帯
主
あ
て
と
な

り
ま
す
。

〇
保
険
税
の
納
め
方

⑴
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　
対
象
と
な
る
の
は
、
次
の
要
件
を
全

て
満
た
す
世
帯
主
の
方
で
す
。

①
世
帯
主
が
国
保
加
入
者
で
、
年
金
額

が
年
額
18
万
円
以
上

②
世
帯
の
国
保
加
入
者
全
員
が
65
歳
か

ら
74
歳

⑵
普
通
徴
収（
口
座
振
替
な
ど
で
納
め

る
方
法
）

　
特
別
徴
収
以
外
の
方
が
対
象
で
す
。

原
則
、
口
座
振
替
で
の
納
付
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。
納
期
限
の
日
に
自
動
的

に
指
定
の
口
座
か
ら
引
き
落
と
し
と
な

る
た
め
、
納
め
忘
れ
が
な
く
な
り
、
支

払
い
に
行
く
手
間
が
省
け
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
電
子
マ
ネ
ー
、
納
付
書

払
い
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド（
※
）に
よ
る
納
付

が
あ
り
ま
す
。

※
　
別
途
、
決
済
手
数
料
が
か
か
り
ま
す

　
ま
た
、
納
付
書
に
印
字
さ
れ
た
地
方

税
統
一
の
二
次
元
コ
ー
ド
を
利
用
し

て
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
か

ら
納
付
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳
し

い
納
付
方
法
や
対
応
し
て
い
る
決
済
ア

プ
リ
、
金
融
機
関
に
つ
い
て
は
、
地
方

税
共
同
機
構
が
運
営
す
る
「
地
方
税
お

支
払
サ
イ
ト
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

〇
非
自
発
的
失
業
者（
特
定
受
給
資
格

者
ま
た
は
特
定
理
由
離
職
者
）は
保
険

税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　
会
社
の
都
合
で
離
職
さ
れ
た
方
の
保

険
税
は
軽
減
さ
れ
ま
す
。

対
象
　
離
職
日
時
点
で
65
歳
未
満
で
あ

り
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
交
付

を
受
け
、
そ
の
理
由
が
非
自
発
的
失
業

で
あ
る
方

軽
減
期
間
　
離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年

度
末
ま
で

申
告
に
必
要
な
も
の
　
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
、
被
保
険
者
証

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
加
入

者（
被
保
険
者
）の
所
得
に
応
じ
て
納
め

ま
す
。
今
年
度
分
の
納
付
通
知
書
は
７

月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

〇
保
険
料
は
個
人
ご
と
に
納
め
ま
す

　
保
険
料
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
加

入
者（
被
保
険
者
）ご
と
に
納
付
し
ま

す
。

〇
保
険
料
の
納
め
方

⑴
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　
年
金
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の
方

は
、
年
６
回
の
年
金
定
期
支
払
い
の
際

に
、
年
金
の
受
給
額
か
ら
保
険
料
が
あ

ら
か
じ
め
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

⑵
普
通
徴
収（
納
付
通
知
書
な
ど
で
納

め
る
方
法
）

　
特
別
徴
収
以
外
の
方
が
対
象
で
す
。

納
付
通
知
書
で
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
納
付
忘
れ
を
防
ぐ
た
め
、
納
期
限

の
日
に
自
動
的
に
指
定
の
口
座
か
ら
引

き
落
と
し
と
な
る
口
座
振
替
を
お
す
す

め
し
ま
す
。

※
　
電
子
マ
ネ
ー
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

バ
ン
キ
ン
グ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の

取
扱
い
は
あ
り
ま
せ
ん

保
険
税
・
保
険
料
の
減
免
制
度
に
つ
い
て

　
災
害
や
火
災
、
収
入
減
少
な
ど
特
別

な
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
保
険
税
・
保

険
料
の
減
免
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

保
険
税
・
保
険
料
の
納
め
忘
れ
に
注
意

し
ま
し
ょ
う

　
納
期
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
の
加
算
や

滞
納
処
分
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
滞
納

が
続
く
と
短
期
被
保
険
者
証
や
資
格
証

明
書
の
代
替
発
行
、
ま
た
、
人
間
ド
ッ

ク
の
補
助
な
ど
の
給
付
の
制
限
を
受
け

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

詳細はこちら

令和5年度国民健康保険税算出方法

課税の基礎 医療分
（0〜74歳）

後期分
（0〜74歳）

介護分
（40〜64歳）

所得割額（令和4年中の所得金額−43万円）×右の税率 7.4% 1.6% 1.5%

均等割額 被保険者1人について 2万1000円 1万1000円 1万1000円

令和5年度後期高齢者保険料･算出方法  
課税の基礎 保険料(75歳以上)

所得割額 (令和4年中の所得金額－43万円)×右の税率 8.38%
均等割額 被保険者1人について 4万4170円
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「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」を
支給します

問合先　福祉政策課福祉政策・地域福祉担当

低所得の子育て世帯に対する給付金を 
支給します　

問合先　こども支援課子育て支援担当

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
品
な
ど
の

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
低

所
得
世
帯（
住
民
税
非
課
税
世
帯
）

へ
の
支
援
と
し
て
、
１
世
帯
当
た

り
３
万
円（
１
回
限
り
）を
支
給
し

ま
す
。
６
月
１
日
に
お
い
て
、
世

帯
全
員
の
令
和
５
年
度
分
の
住
民

税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

（
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の

扶
養
親
族
も
含
む
）が
対
象
で
す
。

申
請
方
法

　
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
対

し
、
８
月
１
日
㈫
頃
か
ら
「
給
付

金
支
給
要
件
確
認
書
」
を
送
付
し

ま
す
。
対
象
要
件
に
合
致
す
る
こ

　
物
価
高
騰
な
ど
に
直
面
す
る
低

所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
し
、
子

育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

と
し
て
、
対
象
児
童
１
人
当
た
り

５
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

　
ひ
と
り
親
世
帯
お
よ
び
、
低
所

得
の
子
育
て
世
帯
が
対
象
で
す
。

原
則
は
申
請
不
要
で
す
が
、
次
の

方
は
申
請
が
必
要
で
す
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
詳
細
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　
18
歳（
一
定
の
障
害
が
あ
る
場

合
は
20
歳
）に
達
す
る
年
度
末
ま

で
の
子
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

ひ
と
り
親
世
帯

①
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い

る
こ
と
に
よ
り
令
和
５
年
３
月
分

の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

な
い
方
②
家
計
が
急
変
し
、
直
近

の
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

と
同
水
準
と
な
っ
た
方

低
所
得
の
子
育
て
世
帯

①
令
和
５
年
度
の
住
民
税
均
等
割

が
非
課
税
の
方
②
直
近
の
収
入
が

住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
の
方
と

同
水
準
と
な
っ
た
方

詳細はこちら

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

問合先　保険年金課保険資格担当

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
に
よ
り
、

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
は
、
保
険
料
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
納
め
る
こ
と

が
免
除
さ
れ
る
「
保
険
料
免
除
制

度
」、
保
険
料
の
全
部
を
納
め
る

こ
と
が
猶
予
さ
れ
る
「
納
付
猶
予

制
度
」 

が
申
請
で
き
ま
す
。

審
査
対
象
と
な
る
の
は
、
次
の
方

の
前
年
所
得
で
す

保
険
料
免
除
制
度

　
本
人
、
世
帯
主
、
配
偶
者

納
付
猶
予
制
度

　
本
人
、
配
偶
者
で
、
50
歳
未
満

の
方

申
請
期
間

　
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
で

す
。
過
年
度
分
は
２
年
１
か
月
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す（
例
　
令
和
５
年

７
月
に
申
請
す
る
場
合
、
令
和
３

年
６
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申

請
で
き
ま
す
）。

※
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
っ
て
、
収
入
が
減

少
し
て
し
ま
っ
た
方
が
国
民
年
金

保
険
料
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
「
臨
時
特
例
手
続
き
」
で

申
請
で
き
る
期
間
は
、
令
和
４
年

度
分（
令
和
５
年
６
月
分
）ま
で
で

す
。
該
当
の
方
は
早
め
の
申
請
を

お
す
す
め
し
ま
す

申
請
に
必
要
な
も
の

　
退
職
し
た
場
合
は
、
失
業
し
た

こ
と
を
確
認
で
き
る
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
、
離
職
票
な
ど
公
的

機
関
の
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。

　
全
額
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
を

継
続
で
申
請
し
承
認
さ
れ
た
方

は
、
窓
口
で
申
請
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
お
、
継
続
申
請
の

方
に
は
日
本
年
金
機
構
か
ら
審
査

結
果
が
10
月
頃
ま
で
に
郵
送
さ
れ

ま
す
。

保
険
料
の
追
納
を
お
す
す
め
し
ま

す　
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
が
承
認

さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
古
い
順
に
追
納
で

き
ま
す
。

　
追
納
し
た
保
険
料
は
、
将
来
受

け
取
る
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
社
会
保
険
料
控
除
に

よ
り
、
所
得
税
・
住
民
税
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

　
免
除
に
つ
い
て
は
、
追
納
し
な

い
場
合
で
も
、
承
認
さ
れ
た
免
除

の
種
類
に
応
じ
て
老
齢
基
礎
年
金

の
受
給
額
に
計
算
さ
れ
ま
す
が
、

追
納
す
る
こ
と
で
年
金
額
を
増
や

す
こ
と
が
き
ま
す
。

申
請
窓
口

保
険
年
金
課
保
険
資
格
担
当 

と
を
確
認
の
上
、
返
信
し
て
く
だ

さ
い
。

申
請
期
限
　
11
月
10
日
㈮
ま
で

そ
の
他

　
令
和
５
年
１
月
２
日
以
降
に
複

数
回
転
入
・
転
出
し
、
上
記
の
対

象
世
帯
に
該
当
す
る
世
帯
お
よ
び

未
申
告
の
世
帯（
全
員
ま
た
は
一

部
の
方
）は
、
確
認
書
は
届
き
ま

せ
ん
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
詳
細

を
確
認
の
上
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。詳細はこちら
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「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」を
支給します

問合先　福祉政策課福祉政策・地域福祉担当

低所得の子育て世帯に対する給付金を 
支給します　

問合先　こども支援課子育て支援担当

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
品
な
ど
の

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
低

所
得
世
帯（
住
民
税
非
課
税
世
帯
）

へ
の
支
援
と
し
て
、
１
世
帯
当
た

り
３
万
円（
１
回
限
り
）を
支
給
し

ま
す
。
６
月
１
日
に
お
い
て
、
世

帯
全
員
の
令
和
５
年
度
分
の
住
民

税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

（
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の

扶
養
親
族
も
含
む
）が
対
象
で
す
。

申
請
方
法

　
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
対

し
、
８
月
１
日
㈫
頃
か
ら
「
給
付

金
支
給
要
件
確
認
書
」
を
送
付
し

ま
す
。
対
象
要
件
に
合
致
す
る
こ

　
物
価
高
騰
な
ど
に
直
面
す
る
低

所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
し
、
子

育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

と
し
て
、
対
象
児
童
１
人
当
た
り

５
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

　
ひ
と
り
親
世
帯
お
よ
び
、
低
所

得
の
子
育
て
世
帯
が
対
象
で
す
。

原
則
は
申
請
不
要
で
す
が
、
次
の

方
は
申
請
が
必
要
で
す
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
詳
細
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　
18
歳（
一
定
の
障
害
が
あ
る
場

合
は
20
歳
）に
達
す
る
年
度
末
ま

で
の
子
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

ひ
と
り
親
世
帯

①
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い

る
こ
と
に
よ
り
令
和
５
年
３
月
分

の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

な
い
方
②
家
計
が
急
変
し
、
直
近

の
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

と
同
水
準
と
な
っ
た
方

低
所
得
の
子
育
て
世
帯

①
令
和
５
年
度
の
住
民
税
均
等
割

が
非
課
税
の
方
②
直
近
の
収
入
が

住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
の
方
と

同
水
準
と
な
っ
た
方

詳細はこちら

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

問合先　保険年金課保険資格担当

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
に
よ
り
、

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
は
、
保
険
料
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
納
め
る
こ
と

が
免
除
さ
れ
る
「
保
険
料
免
除
制

度
」、
保
険
料
の
全
部
を
納
め
る

こ
と
が
猶
予
さ
れ
る
「
納
付
猶
予

制
度
」 

が
申
請
で
き
ま
す
。

審
査
対
象
と
な
る
の
は
、
次
の
方

の
前
年
所
得
で
す

保
険
料
免
除
制
度

　
本
人
、
世
帯
主
、
配
偶
者

納
付
猶
予
制
度

　
本
人
、
配
偶
者
で
、
50
歳
未
満

の
方

申
請
期
間

　
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
で

す
。
過
年
度
分
は
２
年
１
か
月
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す（
例
　
令
和
５
年

７
月
に
申
請
す
る
場
合
、
令
和
３

年
６
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申

請
で
き
ま
す
）。

※
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
っ
て
、
収
入
が
減

少
し
て
し
ま
っ
た
方
が
国
民
年
金

保
険
料
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
「
臨
時
特
例
手
続
き
」
で

申
請
で
き
る
期
間
は
、
令
和
４
年

度
分（
令
和
５
年
６
月
分
）ま
で
で

す
。
該
当
の
方
は
早
め
の
申
請
を

お
す
す
め
し
ま
す

申
請
に
必
要
な
も
の

　
退
職
し
た
場
合
は
、
失
業
し
た

こ
と
を
確
認
で
き
る
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
、
離
職
票
な
ど
公
的

機
関
の
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。

　
全
額
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
を

継
続
で
申
請
し
承
認
さ
れ
た
方

は
、
窓
口
で
申
請
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
お
、
継
続
申
請
の

方
に
は
日
本
年
金
機
構
か
ら
審
査

結
果
が
10
月
頃
ま
で
に
郵
送
さ
れ

ま
す
。

保
険
料
の
追
納
を
お
す
す
め
し
ま

す　
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
が
承
認

さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
古
い
順
に
追
納
で

き
ま
す
。

　
追
納
し
た
保
険
料
は
、
将
来
受

け
取
る
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
社
会
保
険
料
控
除
に

よ
り
、
所
得
税
・
住
民
税
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

　
免
除
に
つ
い
て
は
、
追
納
し
な

い
場
合
で
も
、
承
認
さ
れ
た
免
除

の
種
類
に
応
じ
て
老
齢
基
礎
年
金

の
受
給
額
に
計
算
さ
れ
ま
す
が
、

追
納
す
る
こ
と
で
年
金
額
を
増
や

す
こ
と
が
き
ま
す
。

申
請
窓
口

保
険
年
金
課
保
険
資
格
担
当 

と
を
確
認
の
上
、
返
信
し
て
く
だ

さ
い
。

申
請
期
限
　
11
月
10
日
㈮
ま
で

そ
の
他

　
令
和
５
年
１
月
２
日
以
降
に
複

数
回
転
入
・
転
出
し
、
上
記
の
対

象
世
帯
に
該
当
す
る
世
帯
お
よ
び

未
申
告
の
世
帯（
全
員
ま
た
は
一

部
の
方
）は
、
確
認
書
は
届
き
ま

せ
ん
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
詳
細

を
確
認
の
上
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。詳細はこちら
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介護保険は社会全体で支える仕組みです

問合先　介護保険課介護保険担当 

　
介
護
保
険
料
は
、
皆
さ
ん
が
必
要
と

す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
な
ど
を
ま
か

な
う
た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。
今
年

度
分
の
納
付
通
知
書
は
７
月
上
旬
に
発

送
し
ま
す
。

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
の
納
め

方　
原
則
と
し
て
、
年
間
18
万
円
以
上
の

年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
に
は
、
保

険
料
は
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
る
「
特

別
徴
収
」
と
な
り
ま
す
。

　
そ
れ
以
外
の
方
は
、
納
付
書
ま
た
は

口
座
振
替
に
よ
る
「
普
通
徴
収
」
と
な

り
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
減
免
制
度

○
災
害
に
よ
り
住
宅
な
ど
に
著
し
い
損

害
を
受
け
た
場
合

○
病
気
や
事
業
損
失
な
ど
に
よ
り
、
収

入
が
著
し
く
減
少
し
た
場
合

○
刑
事
施
設
な
ど
に
収
監
さ
れ
て
い
る

場
合

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方
へ

　
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
、
介
護
予

防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
対
象
者

の
方
に
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
と
き
の
自
己
負
担
割
合
を
記
載
し
た

「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」
を
７
月
中

旬
に
発
送
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

65歳以上の方の介護保険料の決まり方

保険料段階 対象となる方 保険料(年額)

第1段階 ・生活保護受給者および老齢福祉年金受給者
・市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 1万6200円

第2段階 市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円以下の方 2万7000円

第3段階 市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える方 3万7800円

第4段階 世帯課税で本人非課税、かつ本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 4万3200円

第5段階 世帯課税で本人非課税、かつ本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える方 5万4000円

第6段階 本人市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 6万2100円

第7段階 本人市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 6万7500円

第8段階 本人市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 7万2900円

第9段階 本人市民税課税で合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 7万8300円

第10段階 本人市民税課税で合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 8万3700円

第11段階 本人市民税課税で合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 8万9100円

第12段階 本人市民税課税で合計所得金額が800万円以上1000万円未満の方 9万4500円

第13段階 本人市民税課税で合計所得金額が1000万円以上の方 9万9900円
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【ふるさと納税の寄附活用例】

ふるさと納税などの寄附の活用

問合先　産業振興課商工労政担当

　
令
和
４
年
度
に
、市
内
外
の
皆
さ

ん
か
ら
６
７
４
９
件
、
２
億
６
６
２

１
万
７
５
０
８
円
の
寄
附
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
令
和

４
年
度
は
、「
寄
附
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り
基
金
」
か
ら
の
繰
入
金

２
億
２
６
０
０
万
円
を
充
当
し
、

様
々
な
事
業
に
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

令
和
５
年
度
寄
附
金
の
活
用
予
定

・
民
間
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園

な
ど
の
運
営
支
援
　

・
小
・
中
学
校
図
書
館
図
書
の
整

備
　

・
中
学
校
の
部
活
動
へ
の
支
援

・
地
域
支
え
合
い
協
議
会
の
活
動

支
援
　

・
市
民
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
開
催
支

援
　

・
環
境
保
全
の
推
進
・
公
園
遊
具

の
整
備
・
修
繕
お
よ
び
公
園
・
緑

地
な
ど
の
適
切
な
維
持
管
理

・
高
倉
獅
子
舞
の
開
催
支
援

・
自
治
会
の
運
営
支
援
　

・
空
き
店
舗
へ
の
転
入
事
業
者
支

援
な
ど

令和4年度の寄附受入の状況

寄附金活用の指定メニュー 件数 寄附額

未来を担う子どもたちを応援する事業 3919 1億6228万6600円

地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業 557 1848万1100円

身近な緑の保全と地球温暖化防止のための事業 858 3321万6600円

文化・芸術活動を振興するための事業 442 1874万1608円

活力に満ちたまちづくりのための事業 957 3228万1600円

指定なし 16 121万0000円

合　　計 6749 2億6621万7508円

うち　ふるさと納税分 6738 2億6509万5008円

【令和4年度の寄附の活用実績】

事業名 事業費 充当額 内容

未来を担う子どもたちを応援する事業 3億8116万5000円 1億2600万円 民間保育所などの運営支援、中学校の部活動の
支援など

地域で支え合う健康・福祉の
まちづくりのための事業 6067万2000円 2000万円 地域支え合い協議会の活動支援、健康づくり運動

の普及など

身近な緑の保全と地球温暖化防止の
ための事業 2億5131万3000円 3300万円 公園・緑地などの適切な維持管理など

文化・芸術活動を振興するための事業 2億4871万1000円 1700万円 小中学校の図書館図書の充実、指定文化財の保
存保護および適正な維持管理など

活力に満ちたまちづくりのための事業 4689万9000円 2800万円 シルバー人材センターの運営支援、自治会の運営
支援など

市長が使途を指定する事業 1833万3000円 200万円 学校における法的諸問題の相談対応など

合　　計 10億709万3000円 2億2600万円

令和4年度に新設された新町小学校区の学童保育施設 令和4年度に開催された産業まつり
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【ふるさと納税の寄附活用例】

ふるさと納税などの寄附の活用

問合先　産業振興課商工労政担当

　
令
和
４
年
度
に
、市
内
外
の
皆
さ

ん
か
ら
６
７
４
９
件
、
２
億
６
６
２

１
万
７
５
０
８
円
の
寄
附
を
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た

だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
令
和

４
年
度
は
、「
寄
附
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り
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金
」
か
ら
の
繰
入
金

２
億
２
６
０
０
万
円
を
充
当
し
、

様
々
な
事
業
に
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

令
和
５
年
度
寄
附
金
の
活
用
予
定

・
民
間
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園

な
ど
の
運
営
支
援
　

・
小
・
中
学
校
図
書
館
図
書
の
整

備
　

・
中
学
校
の
部
活
動
へ
の
支
援

・
地
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支
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合
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の
活
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・
市
民
ス
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ツ
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の
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の
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援

・
自
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会
の
運
営
支
援
　

・
空
き
店
舗
へ
の
転
入
事
業
者
支

援
な
ど

令和4年度の寄附受入の状況

寄附金活用の指定メニュー 件数 寄附額

未来を担う子どもたちを応援する事業 3919 1億6228万6600円

地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業 557 1848万1100円

身近な緑の保全と地球温暖化防止のための事業 858 3321万6600円

文化・芸術活動を振興するための事業 442 1874万1608円

活力に満ちたまちづくりのための事業 957 3228万1600円

指定なし 16 121万0000円

合　　計 6749 2億6621万7508円

うち　ふるさと納税分 6738 2億6509万5008円

【令和4年度の寄附の活用実績】

事業名 事業費 充当額 内容

未来を担う子どもたちを応援する事業 3億8116万5000円 1億2600万円 民間保育所などの運営支援、中学校の部活動の
支援など

地域で支え合う健康・福祉の
まちづくりのための事業 6067万2000円 2000万円 地域支え合い協議会の活動支援、健康づくり運動

の普及など

身近な緑の保全と地球温暖化防止の
ための事業 2億5131万3000円 3300万円 公園・緑地などの適切な維持管理など

文化・芸術活動を振興するための事業 2億4871万1000円 1700万円 小中学校の図書館図書の充実、指定文化財の保
存保護および適正な維持管理など

活力に満ちたまちづくりのための事業 4689万9000円 2800万円 シルバー人材センターの運営支援、自治会の運営
支援など

市長が使途を指定する事業 1833万3000円 200万円 学校における法的諸問題の相談対応など

合　　計 10億709万3000円 2億2600万円

令和4年度に新設された新町小学校区の学童保育施設 令和4年度に開催された産業まつり
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集中豪雨や台風などによる水害に備えましょう

問合先　危機管理課防災危機管理担当 

　近年の異常気象により全国各地で集中豪雨や台風など大規模な水害が発生しています。「鶴ヶ島市内水
ハザードマップ」を再確認するなど落ち着いて行動できるようにしましょう。また、市内の一部地域で道
路冠水や床下浸水が想定されています。万一に備えて、避難所や避難方法を確認しておきましょう。

01　自宅で避難
自身と自宅の安全が確保できたら、
自宅で生活を続ける「在宅避難」
をお願いします。

普段から備蓄を！
食料や水、非常用トイレ袋などを用意することで、
在宅避難も可能となります。特にトイレの問題は
見落としがちです。非常用トイレ袋は、ホームセ
ンターなどで購入可能です。

02　垂直避難
浸水のおそれがあっても、自宅
で安全確保が可能な場合は、自
宅の２階以上へ避難する「垂直
避難」をお願いします。

夜間や豪雨時の外への避難は危険！
急激な降雨や浸水によって屋外へ出ることが危険
となる可能性もあるため、注意しましょう。

03　親族・知人宅へ避難
水害は、地震災害と異な
り気象予報などである程
度、予測することが可能
です。あらかじめ親族や
知人宅に避難するなど、
避難所以外の場所への避
難も検討しておきましょ
う。

04　避難所へ避難
自宅、親族宅・知人宅への避難が難しい方や自主
的に避難したい方のために、市民センターに「自
主避難所※」を開設することがあります。
※　自主避難所は、気象状況
に応じて、開設施設を決定し
ます。開設状況は市ホームペ
ージなどで事前の確認をお願
いします

はん濫中やはん濫後の
　　　　外への避難は危険です!!

　はん濫中やはん濫後の外への避難は、危険を伴う
ため自宅の２階以上へ避難するなど安全な場所への
避難をお願いします。

外
がいすい

水はん濫
大雨で川の水位が上がり堤防
の高さを越えたとき、水があ
ふれ洪水となる現象です。
　本市では、坂戸市内を流れる高麗川がはん濫した
場合に羽折町の一部が浸水すると想定されています。

内
ないすい

水はん濫

急激な大雨により雨量が下水
道の排水能力を超えたとき、
道路などが冠水する現象です。
　内水はん濫は、短時間で状況
が変化するため、避難指示などが発令されていない
場合でも、自主的に避難してください。

避難所はホテルとは異なります！
　避難した方も役割を分担し、避難所運営に関わって
いくことが必要です。大災害発生時は市の備蓄品だけ
では足りません。持参できるものは持参するようお願い
します。

災害時などの情報
どこから情報を入手すれば良い？

市ホームページをご活用ください

　気象庁が発表する気象情報、市内の通行止め情報、鉄
道、停電情報などをまとめた市ホームページがあります。
下記二次元コードからスマートフォンなどで読み取り、
災害時の情報収集にご活用ください。
また、6月にリリースした鶴ヶ島市公式アプリ「つるポ
ッケ」からも市ホームページの災害時の更新情報が確認
できます。防災行政無線の放送内容も確認できますので、
ぜひアプリをダウンロードして、チェックしてください。

気象情報・災害情報
などを掲載した
市HPはこちら

つるポッケの
詳細はこちら
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浄化槽の適切な管理で身近な水環境を守ろう

問合先　生活環境課環境保全担当

　
浄
化
槽
は
、
衛
生
的
で
快
適
な

生
活
の
基
盤
と
な
る
施
設
で
あ
る

と
と
も
に
、
水
環
境
の
保
全
に
大

き
な
役
割
を
果
た
す
重
要
な
も
の

で
す
。

　
維
持
管
理
が
適
正
に
行
わ
れ
な

い
と
正
常
な
機
能
が
発
揮
さ
れ

ず
、
悪
臭
や
騒
音
、
蚊
・
ハ
エ
の

発
生
な
ど
、
周
辺
の
生
活
環
境
へ

の
悪
影
響
や
、
水
質
汚
濁
の
原
因

に
も
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
浄
化
槽
法
で
は
、
浄

化
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
に
対
し

て
、
３
つ
の
維
持
管
理
を
法
律
に

よ
り
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

①
保
守
点
検（
回
数
は
設
置
さ
れ

て
い
る
浄
化
槽
に
よ
る
）装
置
の

調
整
、
消
毒
薬
の
補
充 

※
　
埼
玉
県
登
録
業
者
は
、
県
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

②
清
掃(

回
数
は
年
１
回
以
上)

汚
泥
な
ど
の
引
き
抜
き 

※
　
許
可
業
者
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

③
法
定
検
査(

回
数
は
年
１
回)

　

機
能
診
断
、
水
質
検
査 

※
　
検
査
機
関
は
、
埼
玉
県
環
境

検
査
研
究
協
会

☎
０
４
９・２
８
４・２
９
１
１

　
浄
化
槽
の
設
置
、
廃
止
、
管
理

者
変
更
・
構
造
な
ど
の
変
更
時
に

は
、市
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す

　
川
の
汚
れ
の
多
く
は
、
生
活
排

水
が
原
因
で
す
。
こ
れ
は
、
単
独

処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化

槽
に
転
換
す
る
こ
と
で
、
大
幅
に

減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
市
で

は
、
水
環
境
の
保
全
の
た
め
、
合

併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
費
用

(

設
置
費
用)

の
一
部
を
補
助
し
ま

す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

補
助
金
額(

令
和
５
年
度
の
上
限

額)

　
５
人
槽
72
万
２
０
０
０
円
、

７
人
槽
80
万
４
０
０
０
円
、
10
人

槽
93
万
８
０
０
０
円

申
請
期
限
　
12
月
28
日
㈭(

予
算

が
な
く
な
り
次
第
終
了)

手
続
き
　
転
換
す
る
浄
化
槽
が
環

境
配
慮
型
で
あ
る
こ
と
や
、
対
象

地
域
な
ど
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

着
工
前
に
交
付
申
請
書
の
提
出
が

必
要
で
す
の
で
、
必
ず
着
工
前
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

各
種
届
出
な
ど
提
出
先

生
活
環
境
課
環
境
保
全
担
当
　

高齢者等外出応援ショップをご利用ください

問合先　健康長寿課高齢者福祉担当

新しい民生委員・児童委員を紹介します

問合先　福祉政策課福祉政策・地域福祉担当

　
高
齢
者
等
外
出
応
援
シ
ョ
ッ
プ

は
、
高
齢
者
・
障
害
者
の
皆
さ
ん

が
楽
し
く
お
出
か
け
で
き
る
よ

う
、
つ
る
バ
ス
・
つ
る
ワ
ゴ
ン
の

「
特
別
乗
車
証
」
を
協
賛
店
に
提

示
す
る
こ
と
で
、
割
引
な
ど
の
サ

ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
優
待
制
度

で
す
。

　
ス
テ
ッ
カ
ー
の
あ
る
協
賛
店
で

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
７
月
１
日
付
で
厚
生
労
働
大
臣

か
ら
委
嘱
を
受
け
た
新
し
い
民
生

委
員
・
児
童
委
員
を
紹
介
し
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は

　
地
域
福
祉
の
推
進
役
と
し
て
活

動
す
る
無
報
酬
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
、
担
当
区
域
の
見
守
り
や
地
域

住
民
の
方
が
抱
え
る
問
題
に
つ
い

て
身
近
な
「
相
談
相
手
」
と
な
り
、

そ
の
内
容
に
応
じ
て
適
切
な
支
援

が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
行
政
や
専

門
機
関
へ
つ
な
ぐ
「
パ
イ
プ
役
」

対
象
　
高
齢
者
・
障
害
者
の
特
別

乗
車
証
を
お
持
ち
の
方

高
齢
者
や
障
害
者
の
外
出
を
応
援

し
て
い
た
だ
け
る
協
賛
店
を
募
集

し
て
い
ま
す

と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
民
生
委
員
は
、
児
童
福

祉
法
に
よ
り
児
童
委
員
を
兼
ね
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

担
当
区
域
・
氏
名

下
新
田
第
三
　
原は
ら
だ田
美み

わ和
　
さ
ん

南
町
二
丁
目
　
佐さ
と
う
た
か
こ

藤
孝
子
　
さ
ん

ダウンロード
はこちら

協賛店舗一覧
はこちら

協賛店募集の
詳細はこちら

名簿はこちら

高齢者等外出応援
ショップのステッカー
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浄化槽の適切な管理で身近な水環境を守ろう

問合先　生活環境課環境保全担当
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快
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で
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。
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、
蚊
・
ハ
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の
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の
生
活
環
境
へ

の
悪
影
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や
、
水
質
汚
濁
の
原
因

に
も
な
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て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
浄
化
槽
法
で
は
、
浄

化
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
に
対
し

て
、
３
つ
の
維
持
管
理
を
法
律
に

よ
り
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

①
保
守
点
検（
回
数
は
設
置
さ
れ

て
い
る
浄
化
槽
に
よ
る
）装
置
の

調
整
、
消
毒
薬
の
補
充 

※
　
埼
玉
県
登
録
業
者
は
、
県
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

②
清
掃(

回
数
は
年
１
回
以
上)

汚
泥
な
ど
の
引
き
抜
き 

※
　
許
可
業
者
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

③
法
定
検
査(

回
数
は
年
１
回)

　

機
能
診
断
、
水
質
検
査 

※
　
検
査
機
関
は
、
埼
玉
県
環
境

検
査
研
究
協
会

☎
０
４
９・２
８
４・２
９
１
１

　
浄
化
槽
の
設
置
、
廃
止
、
管
理

者
変
更
・
構
造
な
ど
の
変
更
時
に

は
、市
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す

　
川
の
汚
れ
の
多
く
は
、
生
活
排

水
が
原
因
で
す
。
こ
れ
は
、
単
独

処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化

槽
に
転
換
す
る
こ
と
で
、
大
幅
に

減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
市
で

は
、
水
環
境
の
保
全
の
た
め
、
合

併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
費
用

(

設
置
費
用)

の
一
部
を
補
助
し
ま

す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

補
助
金
額(

令
和
５
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度
の
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限

額)
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人
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72
万
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０
０
０
円
、
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槽
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万
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０
０
０
円
、
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万
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０
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予
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が
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な
り
次
第
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了)

手
続
き
　
転
換
す
る
浄
化
槽
が
環

境
配
慮
型
で
あ
る
こ
と
や
、
対
象

地
域
な
ど
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

着
工
前
に
交
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申
請
書
の
提
出
が

必
要
で
す
の
で
、
必
ず
着
工
前
に

お
問
い
合
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せ
く
だ
さ
い
。

各
種
届
出
な
ど
提
出
先

生
活
環
境
課
環
境
保
全
担
当
　

高齢者等外出応援ショップをご利用ください

問合先　健康長寿課高齢者福祉担当

新しい民生委員・児童委員を紹介します

問合先　福祉政策課福祉政策・地域福祉担当

　
高
齢
者
等
外
出
応
援
シ
ョ
ッ
プ

は
、
高
齢
者
・
障
害
者
の
皆
さ
ん

が
楽
し
く
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出
か
け
で
き
る
よ

う
、
つ
る
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ス
・
つ
る
ワ
ゴ
ン
の

「
特
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車
証
」
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協
賛
店
に
提
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す
る
こ
と
で
、
割
引
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ど
の
サ

ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
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待
制
度

で
す
。
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ッ
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ー
の
あ
る
協
賛
店
で

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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１
日
付
で
厚
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ら
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嘱
を
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い
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委
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・
児
童
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を
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す
。
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員
・
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員
と
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域
福
祉
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進
役
と
し
て
活
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す
る
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の
ボ
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ン
テ
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ア

で
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や
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域
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の
方
が
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る
問
題
に
つ
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て
身
近
な
「
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手
」
と
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り
、

そ
の
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に
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て
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な
支
援

が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
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政
や
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門
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関
へ
つ
な
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「
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役
」

対
象
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者
・
障
害
者
の
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別
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車
証
を
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ち
の
方

高
齢
者
や
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害
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の
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を
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援
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た
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る
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を
募
集

し
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ま
す

と
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て
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動
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
民
生
委
員
は
、
児
童
福

祉
法
に
よ
り
児
童
委
員
を
兼
ね
る

こ
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と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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・
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名

下
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第
三
　
原は
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だ田
美み

わ和
　
さ
ん

南
町
二
丁
目
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と
う
た
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さ
ん
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協賛店舗一覧
はこちら

協賛店募集の
詳細はこちら

名簿はこちら

高齢者等外出応援
ショップのステッカー
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区画整理事業地内の保留地公売のお知らせ

問合先　区画整理課事業担当 

　
坂
戸
都
市
計
画
事
業
若
葉
駅
西

口
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
の
宅

地(

保
留
地)

を
抽
選
で
公
売
し
ま

す
。

抽
選
参
加
申
込
み
受
付
期
間

　
７
月
３
日
㈪
～
９
月
15
日
㈮
８

時
30
分
～
17
時
15
分(

平
日
の
み)

受
付
場
所
　
市
役
所
２
階
　
区
画

整
理
課

抽
選
日
　
10
月
17
日
㈫

抽
選
場
所
　
市
役
所
５
階
会
議
室

必
要
書
類

　
抽
選
参
加
に
申
し
込
む
方
は
、

次
の
書
類
の
提
出
が
必
要
で
す
。

・
抽
選
参
加
申
込
書(

区
画
整
理

課
窓
口
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド)

・
本
人
の
住
民
票
の
写
し(

法
人

の
場
合
は
、
登
記
事
項
証
明
書)

・
本
籍
地
で
発
行
す
る
身
分
証
明

書※
　
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ま
た
は
区
画
整
理
課
で
配
布
し
て

い
る
「
保
留
地
公
売
案
内
」
を
必

ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い

注
意
事
項
　

　
必
ず
事
前
に
物
件
を
ご
自
身
で

確
認
の
上
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

番号 面積、公売価格など

① 約265㎡、4399万円
若葉駅から徒歩約4分

② 約202㎡、3454万2000円
若葉駅から徒歩約4分

③ 約153㎡、2631万6000円
若葉駅から徒歩約4分

④ 約158㎡、2670万2000円
若葉駅から徒歩約4分

⑤ 約251㎡、4518万円
若葉駅から徒歩約5分

消
防
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

『
さ
か
ぼ
う
・
つ
る
ぼ
う
』
が
大

活
躍
⁉

　『
消
防
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
さ
か
ぼ
う
・
つ
る
ぼ
う
』
は
、

坂
戸
・
鶴
ヶ
島
消
防
組
合
広
報
部

長
に
任
命
さ
れ
、
広
報
活
動
や
訓

練
に
参
加
し
、
大
忙
し
で
す
。

　
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
や
消

防
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
活
躍
し
ま
す

の
で
、
ご
期
待
く
だ
さ
い
！

　
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
イ
ラ
ス
ト
を

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
消

防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
使
用
方

法
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

第
10
回
住
宅
用
火
災
警
報
器
設
置

状
況
調
査
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　
鶴
ヶ
島
市
・
坂
戸
市
内
の
合
計

１
０
０
世
帯
を
対
象
と
し
、
住
宅

用
火
災
警
報
器(

以
下
「
住
警
器

と
い
う
」)

の
設
置
状
況
な
ど
に

つ
い
て
電
話
調
査
し
た
も
の
で

す
。
結
果
に
つ
い
て
は
次
の
と
お

り
で
す(

調
査
内
容
抜
粋)

。

①
　
条
例
に
よ
り
住
警
器
の
設
置

が
義
務
付
ら
れ
て
い
る
住
宅
の
部

分
全
て
に
住
警
器
が
設
置
さ
れ
て

い
る
世
帯

設
置
し
て
い
る
　
　
　
　
41
世
帯

一
部
に
設
置
し
て
い
る
　
36
世
帯

設
置
し
て
い
な
い
　
　
　
23
世
帯

②
　
①
で
「
設
置
し
て
い
る
、
一

部
に
設
置
し
て
い
る
」
と
回
答
し

た
77
世
帯
の
う
ち
、
最
近
の
半
年

間
に
住
警
器
の
作
動
確
認
を
行
っ

た
世
帯

実
施(

最
近
半
年
間)  

25
世
帯

実
施(

調
査
時)    

9
世
帯

未
実
施
　 

40
世
帯

不
明
　
　 

３
世
帯

令
和
５
年
度
鶴
ヶ
島
市
消
防
団
役

員
紹
介

団
長
　
　
　
　
中な
か
じ
ま嶋

　
健け
ん
じ治(

新)

副
団
長
　
　
　
齊さ
い
と
う藤

　
真ま
さ
ひ
ろ宏(

新)

副
団
長
　
　
　
清せ
い
の野

　
浩こ
う
す
け祐(

新)

指
導
部
長
　
　
小こ
ぶ
な鮒

　
勇ゆ
う
す
け介(

新)

指
導
部
長
　
　
池い
け
だ田

　
貴た
か
ひ
ろ弘(

新)

女
性
部
部
長
　
辻つ
じ

　
恵え

み美

第
一
分
団
長
　
登と
さ
か坂

　
一か
ず
ひ
こ彦

第
二
分
団
長
　
鈴す
ず
き木

　
徹
と
お
る(

新)

第
三
分
団
長
　
青あ
お
き木

　
優ゆ
う
や也(

新)

第
四
分
団
長
　
山や
ま
だ田

　
吉よ
し
の
り徳

※
　
敬
称
略

消防情報119トピックス
「火を消して　不安を消して　つなぐ未来」(2023年度全国統一防火標語)

問合先　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部☎︎281・3119  

消防イメージキャラクターの
さかぼう・つるぼう

消防組合HP
はこちら

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 049・271・1111
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お知らせ
今月の納期

◆固定資産税・都市計画税第2期
◆国民健康保険税第1期
◆介護保険料第1期
◆後期高齢者医療保険料第1期

県による建築物のアスベスト
対策に関する補助金制度

埼玉県では、民間建築物のアスベ
スト対策として、アスベスト含有
のおそれのある吹付け材の含有調
査および吹付けアスベストの除去
などの工事に対する費用の補助を
しています。
問　埼玉県建築安全課☎048・830
・5525

建築物の耐震診断・改修に
関する補助金制度

埼玉県では、病院や店舗、福祉施
設などの多数の人が利用する一定規
模以上の建築物に対して、耐震診断・
耐震補強設計および耐震改修工事
の費用の一部を補助しています。
対象　・昭和56年5月31日以前に建
築確認を受けて建築された建築物
・除却工事で、緊急輸送道路を閉
塞させる恐れのある場合および多
数の者が利用する建築物
問　埼玉県建築安全課☎048・830
・5527

Infor-
mation

漏水調査のお知らせ

広報つるがしま5月号でお知らせし
ました漏水調査の調査地区から南
町が対象外となりました。
漏水調査対象地区　
太田ヶ谷、上広谷、五味ヶ谷、下
新田、脚折、脚折町、鶴ヶ丘、藤金、
富士見、松ヶ丘
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団施設
課維持担当☎285・8178

イベント
CDコンサート
「バート・バカラック特集」

日　7月16日(日)14時～16時
（13時45分開場）
場　中央図書館
内　今年2月に死去したポピュラー
音楽界の巨匠。その魅力にひたる
上質な時間を。
定　30人（申込順）　
申	問　7月5日(水)から
中央図書館へ直接、☎
271・3001、またはホー
ムページから

図書館座シネマ「独裁者（字幕版）」

日　8月6日(日)14時～16時30分
(13時45分開場)　
場　中央図書館
内　大戦末期のユダヤ人の苦境を
描いたチャップリンのコメディ映画
定　40人(申込順)
申	問　7月13日(木)から
中央図書館へ直接、☎
271・3001、またはホー
ムページから

歯の冊子をいただきました

坂戸鶴ヶ島歯科医師会から、大切
な歯と口の健康について関心を持
ってもらえるよう、市内の小学1年
生全員に、「わたしの歯っぴーファ
イル」を寄附していただきました。
ありがとうございました。	
問　学校教育課学務担当

つるバス・つるワゴンのお得な
『企画券』で出かけてみませんか？

夏休み期間中、つるバス・つるワ
ゴン全路線で小学生が乗り降り自
由となる企画券（フリー乗車券）を
販売します。夏休みのお出かけに、
お得で便利なフリー乗車券をぜひ
ご活用ください。
【こども夏休みフリー乗車券】
対　小学生
販売期間および有効期間
7月20日（木）～8月31日（木）
※　期間中はフリー乗車が可能
料　500円
【1日フリー乗車券】
販売期間
通年(12月29日～1月3日を除く)
利用可能日
・7月20日(木)～8月31日(木)
・上記期間外の土・日曜日、祝日
		(12月29日～1月3日を除く)
※　利用日を指定の上、購入
有効期間
利用日当日限りフリー乗車が可能　
料　大人(中学生以上)500円
　　小学生200円
【販売場所】
「こども夏休みフリー乗車券」「１日
フリー乗車券」ともに、つるバス・
つるワゴンの車内および運行事業
者の営業所　
問　都市計画課交通政策担当

申込はこちら

申込はこちら




